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はじめに

＜本調査の概要＞

◆ ２０１４年１０月に行ったアセアン主要国における日本の地名等の
商標登録実態調査（「前回調査」）のアップデート

例）

◆ 調査対象国

インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

◆ 調査事項

Ⅰ アセアン主要国における日本の地名等の商標登録の有無
Ⅱ アセアン主要国における第三者による日本国周知・著名商標名

の商標登録の有無
Ⅲ 前回調査以降のアセアン主要国における第三者による地名等の

商標登録に関する判例及び報道
Ⅳ 第三者によって登録された登録商標への対抗策 1



調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）

＜調査方法＞

◆ データベース

・原則として「SAEGIS」 （Clarivate Analytics社提供）を使用

・補足として下記データベースを使用

国名 データベース名 提供元

インドネシア e-Status HKI インドネシア知的財産総局

マレーシア IP Online Search マレーシア知的財産公社

フィリピン ASEAN TM View ECAPⅢ(欧州知的財産庁）

シンガポール IP2SG Search シンガポール知的財産庁

タイ ASEAN TM View ECAPⅢ(欧州知的財産庁）

ベトナム IP Lib ベトナム国家知的財産庁
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調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）

＜調査方法(続き）＞

◆ 調査開始時：２０１６年１１月

◆ 調査対象：以下①～⑤の「日本の地名等」

①日本の都道府県名（４７件）

例）東京（Tokyo）, 大阪（Osaka） 等

②政令指定都市名（２０件）

例）札幌（Sapporo）, 名古屋（Nagoya） 等

③地域団体商標名（５８１件）

例）神戸ビーフ（Kobe Beef） 等

④ジェトロが指定する地名（２０件）

例）本州（Honshu）, 銀座（Ginza） 等

⑤地理的表示(２２件）

例）夕張メロン（Yubari Melon) 等
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調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果

＜インドネシア＞

◆ 商標名別検索結果

＜都道府県名＞ （３３件/４７件）

東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、富山、
石川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、
山口、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄

＜政令指定都市名＞ （１２件/２０件）

札幌、仙台、さいたま、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、堺、京都、岡山、
広島、福岡

＜地域団体商標＞ （２件/５８１件）

今治タオル、高島ちぢみ

＜地理的表示＞ （０件/２２件）

該当なし

＜ジェトロが指定する地名＞ （１６件/２０件）

日本、本州、東北、関東、近畿、四国、九州、関西、梅田、新宿、渋谷、原
宿、秋葉原、銀座、小樽、富良野、

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。
4



＜インドネシア＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに８２件（１件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 １７６件

放棄等 ３５件

訴訟 １件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全２１２件

登録

係属

拒絶・取下等

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：なし

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜マレーシア＞

◆ 商標名別検索結果

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。

＜都道府県名＞ (１６件/４７件）

東京、大阪、北海道、宮城、秋田、富山、石川、山梨、長野、奈良、香川、
高知、福岡、佐賀、長崎、沖縄

＜政令指定都市名＞ (６件/２０件）

横浜、川崎、大阪、堺、神戸、福岡

＜地域団体商標＞ (２件/５８１件）

高島ちぢみ、宇治茶

＜ジェトロが指定する地名＞ (６件/２０件）

日本、近畿、中国、渋谷、原宿、銀座

＜地理的表示＞ (０件/２２件）

該当なし

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜マレーシア＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに９件(２件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 ３８件

放棄等 ３件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全４１件

登録 ４件

係属 １４件

拒絶・取下等 １０件

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：全２８件

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜フィリピン＞

◆ 商標名別検索結果

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。

＜都道府県名＞ (１３件/４７件）

東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、新潟、富山、愛知、三重、滋賀、
京都、佐賀

＜政令指定都市名＞ (７件/２０件）

札幌、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸

＜地域団体商標＞ (５件/５８１件）

神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、但馬牛

＜ジェトロが指定する地名＞ (５件/２０件）

日本、関東、中国、梅田、銀座

＜地理的表示＞ (２件/２２件）

神戸ビーフ、但馬牛

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜フィリピン＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに２０件(６件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 ４６件

放棄等 ３件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全４９件

登録 ７件

係属 １件

拒絶・取下等 １３件

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：全２１件

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜シンガポール＞

◆ 商標名別検索結果

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。

＜都道府県名＞ (１２件/４７件）

東京、大阪、北海道、秋田、千葉、富山、福井、三重、京都、奈良、佐賀、
長崎
＜政令指定都市名＞ (５件/２０件）

千葉、川崎、名古屋、京都

＜地域団体商標＞ (１１件/５８１件）

飛騨牛、今治タオル、鹿児島黒牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、宇治茶、
PROSCIUTTO DI PARMA、但馬ビーフ、但馬牛、十勝川西長いも

＜ジェトロが指定する地名＞ (４件/２０件）

日本、近畿、関西、銀座

＜地理的表示＞ (３件/２２件）

神戸ビーフ、但馬牛、十勝川西長いも

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜シンガポール＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに１０件(５件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 ３４件

放棄等 ２件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全３６件

登録 ８件

係属 ０件

拒絶・取下等 ２件

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：全１０件

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜タイ＞

◆ 商標名別検索結果

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。

＜都道府県名＞ (１５件/４７件）

東京、大阪、北海道、秋田、千葉、富山、石川、長野、三重、奈良、徳島、
香川、高知、佐賀、大分

＜政令指定都市名＞ (９件/２０件）

札幌、仙台、横浜、千葉、川崎、大阪、名古屋、堺、神戸

＜地域団体商標＞ (８件/５８１件）

豊後牛、飛騨牛、鹿児島黒牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、
宇治茶

＜ジェトロが指定する地名＞ (９件/２０件）

日本、関東、近畿、関西、梅田、渋谷、原宿、銀座、富良野

＜地理的表示＞ (２件/２２件）

神戸ビーフ、但馬牛

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜タイ＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに３０件(２件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 ４５件

放棄等 １３件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全５８件

登録 １１件

係属 ５件

拒絶・取下等 ８件

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：全２４件

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜ベトナム＞

◆ 商標名別検索結果

※太字は登録商標を含む地名等、下線は係属中の出願のみの地名等。

＜都道府県名＞ (１３件/４７件）

東京、大阪、秋田、群馬、千葉、富山、長野、愛知、三重、奈良、香川、高
知、佐賀

＜政令指定都市名＞ (７件/２０件）

仙台、千葉、横浜、川崎、大阪、堺、神戸

＜地域団体商標＞ (６件/５８１件）

近江牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、但馬牛

＜ジェトロが指定する地名＞ (６件/２０件）

日本、四国、九州、関西、小樽、富良野

＜地理的表示＞ (２件/２２件）

神戸ビーフ、但馬牛

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜ベトナム＞

◆ 前回調査からの推移
・２０１４年以降、新たに３５件（７件は日本の公的機関）の商標

出願がなされた。

登録維持 １７件

放棄等 １件

○ 登録商標のステータス変化
前回調査時：全１８件

登録 ２件

係属 ０件

拒絶・取下等 ３８件

○ 係属中出願のステータス変化
前回調査時：全４０件

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜主要国間の比較＞
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調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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＜主要国間の比較(続き）＞

調査事項Ⅰ(日本の地名等の商標登録の有無）の結果
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）

＜調査方法＞

◆ データベース

・「ASEAN TM View」（ECAPⅢ（欧州知的財産庁）提供）を使用

◆ 調査開始時：２０１７年１月

◆ 収録状況

国名 収録件数

インドネシア ８１８,５８０件

マレーシア ７４６,７４１件

フィリピン ３７６,９３２件

シンガポール ６３２,６５８件

タイ ４７６,８１９件

ベトナム ３４７,８１４件
18



調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）

＜調査方法(続き) ＞

◆ 調査対象：全１３３件

・日本国特許庁が提供しているJ-Platpatの「日本国周知・著名
商標検索」に収録されている商標のうち、以下の３つの条件を
満たし、かつ単一の英単語ではない商標

（ⅰ）権利者が日本企業である。

（ⅱ）防護標章登録されている。

（ⅲ）「商標（検索用）」がアルファベット表記の文字商標である。
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜インドネシア＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：６６件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：２９件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜マレーシア＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：６７件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：３７件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜フィリピン＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：４６件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：２３件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜シンガポール＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：３３件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：１１件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜タイ＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：３４件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：１０件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜ベトナム＞

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：２８件/１３３件

○ 「日本国著名商標」と同一商標名
の全件数：４件/１３３件
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調査事項Ⅱ（日本国著名商標名の商標登録の有無）の結果

＜主要国間の比較＞

◆ 「日本国著名商標」と同一商標名の件数（ステータス問わず）
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調査事項Ⅲ（地名等の商標登録に関する判例及び報道）

＜マレーシア＞

◆ マレーシアのチョコレート生産会社（Maestro Swiss、以下「被告」）
が、その商品パッケージに 「Maestro SWISS」という文字を印字
していたのに対し、スイスのチョコレート生産 協同組合ら（以下、
「原告」）が、被告のチョコレートがスイスで生産されているかのよ
うに公衆を誤認させるとして、Passing Off（詐称通用）に基づいて
訴訟を提起した事案について、前回調査時に連邦裁判所に上訴
されていた。

本件は、2016年3月に判決が言い渡され、「Maestro SWISS」とい
う文字は同商品がスイスで生産されていると公衆を誤認させる
おそれがあり、Passing offを認めて原告の請求を認めた。

＜インドネシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム＞

◆ 調査方法で述べた範囲において、地名等の商標登録に関する判例
及び報道は確認されなかった。
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調査事項Ⅳ（登録商標への対抗策）

＜インドネシアの主な改正点＞

◆ 商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

・登録商標の権利者以外に、著名商標の権利者も損害賠償請求
及び使用差止め請求が可能となった（商標法第83条第2項）。

◆ 商標法上の罰則

・故意に登録商標と完全に同一の商標を使用した場合の罰金額
を20億ルピアに引き上げられた（商標法第100条第1項）。
※ 改正前の罰金額は10億ルピア。

・故意に登録商標とその主要な部分について同一の商標を使用
した場合の罰金額を20億ルピアに引き上げられた（商標法第100
条第1項）。
※ 改正前の罰金額は8億ルピア。
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＜タイの主な改正点＞

◆ 商標登録に対する異議申立て

・異議申立期間、答弁書提出期間、及び商標委員会への審判
請求期間がそれぞれ90日から60日に短縮された（商標法第
35条乃至第37条）。

◆ 商標登録に対する取消請求

・商標法61条第(3)号及び第(4)号の規定される取消対象となる
商標が、区分を問わず、同一の特徴を有する商品に使用する
ものに変更された。

◆ 商標法上の罰則

・商標法第109/１条が新設され、第三者の登録商標を表示した
容器又はパッケージを公衆に誤認させるために自ら又は他人の
商品に使用する者には4年以下の禁錮及び／又は40万バーツの
罰金が科されるようになった。

調査事項Ⅳ（登録商標への対抗策）
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＜ベトナムの主な改正点＞

◆ ベトナム刑法(2015年改正）

・ベトナムで保護されている地名商標に対して故意に工業所有権を
侵害した者が、1億ベトナムドン以上3ベトナム億ドン未満の不正
利益を得た場合等は、5000万ベトナムドン以上5億ベトナムドン
以下の罰金または3年以下の非拘束矯正が科される(刑法第226
条第1項）。

・組織的である場合、2回以上罪を犯した場合等には、5億ベトナム
ドン以上10億ベトナムドン以下の罰金または6カ月以上3年以下の
懲役が科される（刑法第226条第2項）。

調査事項Ⅳ（登録商標への対抗策）

＜マレーシア、フィリピン、シンガポールの主な改正点＞

◆ 特になし。
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事務所概要

拠 点 岐阜（本社）・東京・大阪・上海・台北

名 称 特許業務法人 オンダ国際特許事務所 ／ 株式会社オンダテクノ

所員数
（2017年4月現在）

283名（グループ合計）

（関連会社）セブンシーズＩＰコンサルティング上海
セブンシーズＩＰコンサルティング台湾

（外国出願・特許調査業務等）

経営理念 上質な知的サービスで国際文化価値を創造する
オンダ国際特許事務所は、高品質かつ高付加価値を伴ったサービス提供と
積極的なグローバル展開で、特許事務所の国際スタンダードを目指しています。

（208名） （41名）（15名）（15名）（4名）
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